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第Ⅰ部
有価証券報告書及び半期報告書

― 法令諸規則の構造 ―

＜留意事項＞
本資料は原則として製造業者で連結財務諸表規則第1編、第2編
及び第3編により、連結財務諸表及び第1種中間連結財務諸表を
作成している場合を想定したものである。
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Ⅰ 継続開示制度

１ 継続的に開示する書類
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法定開示

１ 継続的に開示する書類

金融商品取引法（金商法）

有価証券報告書（有報）

半期報告書 等

事業報告

計算書類、連結計算書類 等
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会社法

金融商品取引所規則により開示

決算短信、第1・第3四半期決算短信、第2四半期（中間期）決算短信

コーポレート・ガバナンスに関する報告書 等

任意開示

決算説明会資料 等

CSR報告書 等
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Ⅱ  法令諸規則

１ 有価証券報告書及び半期報告書に関する法令諸規則

 2  金融商品取引法

3  企業内容等の開示に関する内閣府令

4  連結財務諸表規則
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１ 有価証券報告書及び半期報告書に関する法令諸規則

7

名 称 略 称

法律 金融商品取引法 「金商法」

内閣府令 企業内容等の開示に関する内閣府令 「開示府令」

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
「財務諸表等規則」

「財規」

連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
「連結財務諸表規則」

「連結財規」

ガイドライン 企業内容等の開示に関する留意事項について 「企業内容等開示ガイドライン」

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規

則」の取扱いに関する留意事項について 

「財務諸表等規則ガイドライン」

「財規ガイドライン」

「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する

規則」の取扱いに関する留意事項について

「連結財務諸表規則ガイドライン」

「連結財規ガイドライン」



本資料中の意見にかかる部分は、発表者の個人的見解であり、企業会計基準委員会の公式見解ではありません。本資料の無断転載は禁止されています。

2 金融商品取引法
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有価証券報告書  金商法第24条第1項

「有価証券の発行者である会社は、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごと
に、内閣府令で定める事項を記載した報告書（有価証券報告書）を内国会社にあっ
ては当該事業年度経過後3月以内に、提出しなければならない」旨の規定。

内閣府令  「企業内容等の開示に関する内閣府令」（「開示府令」）
提出期限  事業年度経過後３ヶ月以内

半期報告書  金商法第24条の５第1項

＜上場会社（金商法第24条第1項第1号）のうち、金融機関等の会社以外＞
「有価証券報告書を提出しなければならない会社は、事業年度ごとに、当該事業年
度が開始した日から６月が経過したときは、内閣府令で定めるところにより、表の
各号の区分に応じ、所定の事項を記載した半期報告書を所定の期間内に提出しなけ
ればならない」旨の規定。

内閣府令  「企業内容等の開示に関する内閣府令」（「開示府令」）
提出期限  当該期間経過後45日以内
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2 金融商品取引法
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第193条（財務諸表の用語、様式及び作成方法）

この法律の規定により提出される貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類は、

内閣総理大臣が一般に公正妥当であると認められるところに従って内閣府令で定める用語、様

式及び作成方法により、これを作成しなければならない。

「内閣府令」

➡ 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

（「財務諸表等規則」又は「財規」）

➡ 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則

（「連結財務諸表規則」又は「連結財規」）

他
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3 企業内容等の開示に関する内閣府令
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第1条（定義）

第15条（有価証券報告書の記載内容等）

第15条の2（有価証券報告書等の提出期限の承認の手続等）

第18条（半期報告書の記載内容等）

第18条の2（半期報告書の提出期限の承認の手続等）

附  則

第一号様式

第二号様式

第三号様式（有価証券報告書）

第四号の三様式（半期報告書）
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3 企業内容等の開示に関する内閣府令
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第15条第1項（有価証券報告書の記載内容等）

「有価証券報告書を提出すべき会社は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式

により有価証券報告書を作成し、財務局長等に提出しなければならない」旨の規定。

（内国会社で法第24条第1項の規定による場合）

第三号様式

第18条第1項（半期報告書の記載内容等）

「半期報告書を提出すべき会社は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によ

り半期報告書を作成し、財務局長等に提出しなければならない。この場合において、当該半期

報告書に第一種中間連結財務諸表を記載した場合には、第一種中間財務諸表については記載を

要しない」旨の規定。

（内国会社で法第24条の5第1項の表の第一号又は第二号の中欄に掲げる事項を記載した半期

報告を提出する場合）

第四号の三様式
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3 企業内容等の開示に関する内閣府令
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3 企業内容等の開示に関する内閣府令
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企業内容等の開示に関する内閣府令 第三号様式

（記載上の注意）（41） 連結財務諸表b

「連結財務諸表の作成に当たっては、連結財務諸表規則に従い、適切な科目による適正な金額

の計上を行うとともに、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、記載すべき注記、

連結附属明細表等を会社の実態に即して適正に記載する」旨の規定。

企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式

（記載上の注意）（19） 中間連結財務諸表e

「中間連結財務諸表の作成に当たっては、連結財務諸表規則に従い、適切な科目による適正な

金額の計上を行うとともに、中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、記載すべ

き注記等を会社の実態に即して適正に記載する」旨の規定。
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4 連結財務諸表規則
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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第1条第1項第1号

（適用の一般原則）

「連結財務諸表（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変

動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表）の用語、様式及び作成方法は、

この規則（第1編、第2編）の定めるところによるものとし、この規則において定めのない事

項については、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする」旨の規定。

連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第1条第1項第2号

（適用の一般原則）

「第1種中間連結財務諸表（中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計

算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書）の用語、様式及び作成方法は、この規則（第1

編、第3編）の定めるところによるものとし、この規則において定めのない事項については、

一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする」旨の規定。
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4 連結財務諸表規則
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連結財務諸表：連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則

第１編 総則（第1条－第2条）
第２編 連結財務諸表

第１章 総則（第3条－第16条の2）

第２章 連結貸借対照表（第17条－第47条）

第３章 連結損益計算書（第48条－第69条）

第３章の２ 連結包括利益計算書（第69条の2－第69条の7）

第４章 連結株主資本等変動計算書（第70条－第81条）

第５章 連結キャッシュ・フロー計算書（第82条－第90条）

第６章 連結附属明細表（第91条－第92条の2）

附 則

様 式

セグメント情報（様式第一号）、関連情報（様式第二号）、

報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報等（様式第三号）

連結貸借対照表（様式第四号）、連結損益計算書（様式第五号）、

連結包括利益計算書（様式第五号の二）、連結株主資本等変動計算書（様式第六号）、

連結キャッシュ・フロー計算書（様式第七号（直接法）、様式第八号（間接法））

社債明細表（様式第九号）、借入金等明細表（様式第十号） 、

資産除去債務明細表（様式第十一号）
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4 連結財務諸表規則
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中間連結財務諸表：連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則

第１編 総則（第1条－第2条）

第３編 第１種中間連結財務諸表

第１章 総則（第93条－第123条）

第２章 中間連結貸借対照表（第124条－第156条）

第３章 中間連結損益計算書（第157条－第177条）

第４章 中間連結包括利益計算書（第178条－第182条）

第５章 中間連結キャッシュ・フロー計算書（第183条－第186条）

第６章 株主資本等に関する注記（第187条－第188条）

附 則

様 式

セグメント情報（様式第十二号）

中間連結貸借対照表（様式第十三号）、

中間連結損益計算書（様式第十四号）、

中間連結包括利益計算書（様式第十五号）、

中間連結キャッシュ・フロー計算書（様式第十六号（直接法）、様式第十七号（間接法））



Ⅲ  会計基準

１ 連結財務諸表規則と企業会計基準の関係

 2  企業会計基準等
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1 連結財務諸表規則と企業会計基準との関係
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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第1条第1項

（適用の一般原則）

「連結財務諸表（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変

動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表）等の用語、様式及び作成方法

は、この規則の定めるところによるものとし、この規則において定めのない事項については、

一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする」旨の規定。

連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第1条第3項

「企業会計の基準についての調査研究及び作成を業として行う団体であって次に掲げる要件の

全てを満たすものが作成及び公表を行った企業会計の基準のうち、公正かつ適正な手続の下に

作成及び公表が行われたものと認められ、一般に公正妥当な企業会計の基準として認められる

ことが見込まれるものとして金融庁長官が定めるものは、第1項に規定する一般に公正妥当と

認められる企業会計の基準に該当するものとする」旨の規定。
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1 連結財務諸表規則と企業会計基準との関係
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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計

の基準を指定する件（平成21年金融庁告示第69号）

第1条（一般に公正妥当な企業会計の基準）

「連結財務諸表規則第1条第3項に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準は、公益財団法

人財務会計基準機構が設置した企業会計基準委員会において作成が行われた企業会計の基準で

あって、令和6（2024）年3月31日までに企業会計基準委員会の名において公表が行われた別

表一に掲げるものとする」旨の規定。
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企業会計基準委員会（ASBJ）が公表する基準等の区分

企業会計基準等の閲覧方法

会計基準検索システム「ASSET－ASBJ」

https://www.asb-j.jp/jp/accounting_standards_system.html

PDFファイル「現在適用されている会計基準等」

https://www.asb-j.jp/jp/

2 企業会計基準等
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企業会計基準 会計処理及び開示の基本となるルール

企業会計基準適用指針 企業会計基準の解釈や基準を実務に適用するときの指針

実務対応報告 企業会計基準がない分野についての当面の取扱い、緊急性のあ

る分野についての実務上の取扱いなど

移管指針 日本公認会計士協会が公表した企業会計に関する実務指針及び 

Q&A を形式以外の 変更を行わずに委員会に移管したもの（移

管後、改正又は修正を行ったものを含む）



Ⅳ  記載内容の全体像

１ 有価証券報告書の記載項目

 2  半期報告書の記載項目

3  有価証券報告書と半期報告書の記載項目の比較

4  まとめ
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1 有価証券報告書の記載項目
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【表紙】

第一部【企業情報】

第1【企業の概況】

➢ 主要な経営指標等の推移／沿革／事業の内容／関係会社の状況／従業員の状況

第2【事業の状況】

➢ 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等／

    サステナビリティに関する考え方及び取組／事業等のリスク／

 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析／

経営上の重要な契約等／研究開発活動

第3【設備の状況】

➢ 設備投資等の概要／主要な設備の状況／設備の新設、除却等の計画

第4【提出会社の状況】

➢ 株式等の状況／自己株式の取得等の状況／配当政策

    ／コーポレート・ガバナンスの状況等
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第5【経理の状況】

1【連結財務諸表等】

(1)【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

③【連結株主資本等変動計算書】

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

注記事項

⑤【連結附属明細表】

(2)【その他】

2【財務諸表等】

第6【提出会社の株式事務の概要】

第7【提出会社の参考情報】

第二部【提出会社の保証会社等の情報】
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【表紙】

第一部【企業情報】

第1【企業の概況】

➢ 主要な経営指標等の推移／事業の内容

第2【事業の状況】

➢ 事業等のリスク／

 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析／

    経営上の重要な契約等

第3【提出会社の状況】

➢ 株式等の状況／役員の状況
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第4【経理の状況】

1【中間連結財務諸表】

(1)【中間連結貸借対照表】

(2)【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】

(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

注記事項

2【その他】

第二部【提出会社の保証会社等の情報】
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【表紙】

第一部【企業情報】

第1【企業の概況】

第2【事業の状況】

第3【設備の状況】

第4【提出会社の状況】

第5【経理の状況】

1【連結財務諸表等】

2【財務諸表等】

第6【提出会社の株式事務の概要】

第7【提出会社の参考情報】

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

【表紙】

第一部【企業情報】

第1【企業の概況】

第2【事業の状況】

 

第3【提出会社の状況】

第4【経理の状況】

1【中間連結財務諸表】

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

有価証券報告書 半期報告書
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半期報告書

開示府令

有価証券報告書
第三号様式

財務諸表等規則
連結財務諸表規則

連結財務諸表規則

金商法

第24条
有価証券報告書の提出

第193条
財務諸表の用語、様式
及び作成方法

有価証券報告書

金商法

第24条の5
半期報告書の提出

第193条
財務諸表の用語、様式
及び作成方法

開示府令

半期報告書
第四号の三様式

会計基準

【第１ 企業の概況】
【第２ 事業の状況】
【第３ 設備の状況】
【第４ 提出会社の状況】

【第５ 経理の状況】

会計基準

【第１ 企業の概況】
【第２ 事業の状況】
【第３ 提出会社の状況】

【第４ 経理の状況】

（非財務情報）

（財務情報）

（非財務情報）

（財務情報）
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